
会         議        記         録 

会議場所 第２委員会室 
会 議 の 名 称 決算特別委員会産業建設分科会 

担当職員 三宅 

開 議   午前  １０ 時 ３０ 分 
日 時 平成２３年９月２１日（火曜日） 

閉 議   午後   ４ 時 ４０ 分  

出席委員 ◎西口 ○井上 福井 馬場 藤本 菱田 湊 小島   

出席理事者 

大坪上下水道部長、赤間上下水道総務課長、石田水道課長、森下水道課長、亀谷年谷浄化センター所

長、長野上下水道総務課参事、桑原水道課参事、阿久根下水道課副課長、増田上下水道総務課係長 

湯浅経済部長、大西農政課長、堤農林整備課長、竹内国営事業推進課長、船越商工観光課長、辻村農

政課副課長、谷口国営事業推進課参事、奥村商工観光課参事 

出席事務局  三宅 

傍聴者 市民 １ 名 報道関係者  名 議員  名 
 

会  議  の  概  要 
１０：３０ 

 

１ 開議（西口委員長あいさつ）  

 

２ 日程説明（事務局） 

  

３ 付託議案審査及び事務事業評価選定事業審査 

 

１０：３５～  

（上下水道部入室）  

大坪上下水道部長あいさつ  

 

１０：３７～  
◎平成２２年度亀岡市上水道事業会計決算認定（第２０号議案） 

 

○上下水道部担当課長順次説明（歳出・歳入一括） 
 

１１：０５～ 

［質疑］ 

＜馬場委員＞ 

① 料金改定については、その効果がでているので２段階の値上げ方式は必要なか

ったのではないか。 

② 有収率９０％を超えるための努力は。 

③ 徴収業務委託の効果はどうか。 

＜上下水道総務課長＞ 

① 適正な給水原価の回収と累積欠損解消の目的から２段階の改定は必要である。 

② 有収率９０％を目標値として、さらに率を高めるよう努力している。 

③ ４会計包括的にみると収納率は徐々に上がっている。コストダウン、市民への

サービス向上の目的に沿って業務を行っている。 

 1



＜馬場委員＞ 

①について、Ｐ２３、事業費用については、例えば支払利息及び企業債取扱諸費な

どは通常の建設事業としてやればよく、公営企業会計の手法をとって、給水原価を

だしていることが問題ではないか。 

＜上下水道部長＞ 

利用者１人当たり平均１１６．９７円の給水単価に対し給水原価は１２７．３６円

であり、原則は給水単価と給水原価はイコールになるべきもの。累積赤字もあり、

２段階改定は必要である。公営企業会計において支払利息等は、費用として利用者

から回収する経理となっている。 

＜井上副委員長＞ 

畑野町の未普及地域解消事業により赤字になることが心配されるが、布設後の収支

の見通しは。 

＜上下水道部長＞ 

９００戸程度の収益はあるものの、加圧ポンプ等の経費や減価償却費等により経常

収支では２、３千万円のマイナスが予測される。 

＜井上副委員長＞ 

赤字が減っていかない傾向であるが、これ以上の値上げがないよう要望する。 

＜福井委員＞ 

① 管渠の消耗について、付け替えの方針、見通しは。 

② 亀岡の水道水は評価が高いので、もっとＰＲし、亀岡の名物となるよう望む。 

＜水道課長＞ 

① 本市の水道管の全長は４９６ｋｍあり、老朽管については年次計画的に対応し

ている。 

＜上下水道総務課長＞ 

② あらゆる広報を通じてＰＲに努めていきたい。 

＜湊委員＞ 

① ボトル缶についての今後の計画は。 

② 徴収委託業務について、経費的な効果と今後の方向性は。 

③ 畑野町の事業に係る国庫補助金のトータルはどれほどか。 

＜上下水道総務課長＞ 

① ２２年度に１万本、今年度は被災地に５千本を送ったことから、さらに１万本

製造し、計２万本を製造したところであり、９月１日現在、６７６４本を保有

している状況。今後も様子をみて本数を増加させたい。 

② 効果としては、平成１９年度以降３カ年で４２００万円程度の効果がでている。

今後も包括委託する方向である。 

＜水道課長＞ 

③ １億９１５３万円である。 

＜湊委員＞ 

① ボトル缶の製造経費が高く、また備蓄性にも疑問がある。例えば２リットル缶

にするなどよりよい方法はないのか。 

② 国庫補助金は単年度ではなくトータルで市負担と住民負担と合わせて教えてほ

しい。 

＜上下水道総務課長＞ 

① ボトル缶は備蓄水を中心としておいしい水の啓発、観光ＰＲを目的としている

ことから、広報の啓発に努めていく。 

 2



＜水道課長＞ 

② 平成２５年度までの計画の中で３６億円の規模である。内訳としては国庫補助

金１／３、府補助金１／１０、市補助金１／３、残りが地元負担金である。 

＜上下水道部長＞ 

 市は補助金ではなく出資金で支出している。 

＜藤本委員＞ 

 徴収委託業務について、収納率の低下に対して効果があるのはどういうことか。 

＜上下水道総務課長＞ 

 民間委託した後の収納率は全体的には年々増加している。平成２０年度では０．２

４％増、２１年度では０．５１％増、平成２２年度では０．８７％増である。 

＜井上副委員長＞ 

 １期分から料金改定をした場合はどれぐらいの純利益がでるのか。 

＜上下水道総務課長＞ 

 ２５００万円程度の収入が見込まれる。 

 

１１：２７～  
◎平成２２年度亀岡市下水道事業会計決算認定（第２１号議案） 

 

○上下水道部担当課長順次説明（歳出・歳入一括） 
 

１１：５０～ 

［質疑］ 

＜菱田委員＞ 

 料金改定、企業努力により処理原価を抑えて経営状況は改善されているが、それは

今後も見込めるのか。 

＜上下水道総務課長＞ 

 経営状況を改善するためには、２段階目の改定は欠かせない。２４年度より詳細に

調査、資料を作成し、２５年度の改定に臨む。それ以降の見通しについては、現時

点で不明である。 

＜上下水道部長＞ 

 支出の増える要素としては減価償却である。利益が出たら、値下げをしたらよいと

いう短絡的なものではなく、企業会計では、利益は資本的支出の元金に充てるしく

みであるので理解願う。原価差を縮める努力が必要である。 

＜藤本委員＞ 

 未処理欠損金については徐々に改善していかなければならないが、料金改定により

徐々に経営状況が改善されている。このことを「水だより」等で市民にわかりやす

く説明するよう広報に努められたい。要望。 

＜馬場委員＞ 

① ９Ｐ、受益者負担金の未収について、どのような状況か。 

② ２０Ｐ、有収率の減少の原因は。 

③ ２７Ｐ、修繕費について、マンホールの高さ補正を実施するのは集中した場所

か分散した広範囲な場所か。 

④ ３３Ｐ、固定資産購入費について、災害用トイレは上下水道事業でもつよりも、

本来、防災関係でもつ必要があるのでは。その協議はどうなっているのか。 

＜下水道課長＞ 
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① 受益者負担金の収納率はわずかであるが改善している。４４０円が８８０円に

なった影響はあるが、収納率向上に努めている。 

② 有収率は９０．５％で昨年度より若干下がっているが、大雨による不明水の流

入や管の老朽化への対応により有収率に影響がでる。 

③ 市内に点在する箇所について、道路改良時の工事に合わせて実施しているほか、

交通量の多い箇所については、傷んでいなくても古い蓋は随時取り替えて維持

管理に努めている。 

④ 下水道の役割を示す意味でＰＲを兼ねて実施している。全体的な事業について

は関係部署で推進するよう協議していく。 

＜馬場委員＞ 

 単価の優遇措置についての検討は。 

＜下水道課長＞ 

 農村部については猶予措置がある。 

＜井上副委員長＞ 

 大切なライフラインであるが、料金収納に関して、納付から処分の流れは。 

＜上下水道総務課長＞ 

 ２週間の納付期限の後、２０日以内に納付がない場合、督促状により催促する。４

ヶ月経過しても納付がない場合は、給水停止の予告を行う。生活状況等を勘案して

猶予期間を設けて給水停止を執行する。困窮し自殺に至る場合もあるので、慎重に

対応している。 

＜湊委員＞ 

 今も大変な大雨であるが、このような大雨被害時にマンホールから水が噴出してい

るのを目にするが、処理場の能力はどれほどなのか。 

＜年谷浄化センター所長＞ 

 処理できる許容量を超える水がきた場合には、一旦溜めて沈殿物を取り除いて適切

に処理をして放流する。それを守らなくてはならない状況がある。 

＜下水道課長＞ 

 数値で示すと、現在は４１，９００、通常は２５，０００程度の処理能力であり、 

 今の状態で満杯ギリギリぐらいである。これ以上雨が降ると道路が冠水し、大量の

水がくるので、その場合は、簡易消毒のうえ、放流することとなり、心配している。 

 

～１２：１０ 

［休憩］ 

１３：１０～  

◎平成２２年度亀岡市地域下水道事業特別会計決算認定（第１６号議案） 

 

○下水道課長説明（歳出・歳入一括） 
 

１３：３０～ 

［質疑］ 

＜湊委員＞ 

 金岐の浄化センターの跡地利用について、教育委員会が活用しているのはなぜか。 

＜下水道課長＞ 

 施設の跡地利用については、受益者の公益性、行政的な使い方が必要とされており、

地元では市で活用してほしい意向であったことから、現在教育委員会が活用してい
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る。また消防水利として、防火水槽としても利用されているところである。 

＜馬場委員＞ 

① 半国地区の不明水の調査結果による今後の方向は。 

② 東別院小泉の有収率が低いことの把握は。 

③ 全体的な機能低下の原因は。 

＜下水道課長＞ 

① 予算要求し対応していこうとしているところである。 

② 状況を確認しながら順次進めていく。 

③ 老朽化による。修繕、取替えについては、機能診断により計画的に進めていく。 

 

１３：３５～  

◎平成２２年度亀岡市簡易水道事業特別会計決算認定（第１３号議案） 

 

○水道課長説明（歳出・歳入一括） 
 

［質疑］ なし 

 

１３：４７～  

■事務事業評価審査 

◎「維持管理費（簡易水道事業）」 

 

○水道課長説明  
 

１３：５９～ 

［質疑］  

＜馬場委員＞ 

 有収率については、めざましい効果がでているが、執行率３３％の遅れは、住民合

意の関係や技術的な面、国府の補助金など、主な原因は何か。 

＜水道課長＞ 

 川東簡易水道については、下水道整備事業と受益者が同じことから、下水道工事の

進捗と合わせて事業を進めているためである。 

＜馬場委員＞ 

 住民合意のうえでそうなっているということか。 

＜水道課長＞ 

 水道だけを単発で先に進めるわけにはいかない。 

 

理事者退室（１４：０３） 

１４：０３～  

評価 

「維持管理費（簡易水道事業）」 

［各委員、評価シートの評価結果を報告］ 

＜西口委員長＞ 

 事務局から集計の結果報告を。 

＜事務局＞ 
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 個人総合評価は４８点でＡ評価となる。 

＜西口委員長＞ 

 分科会評価としてどのように評価するか。 

＜藤本委員＞ 

 継続とされたい。 

＜西口委員長＞ 

 分科会評価としては継続とすることでよいか。 

＜了＞ 

＜西口委員長＞ 

評価の意見や指摘事項について各委員ご意見を。 

＜馬場委員＞ 

明許繰越があるが、有収率のめざましいアップを評価する。 

＜藤本委員＞ 

工事の執行率が悪く、翌年度繰越となっているが、継続し１日も早い執行完了を望

む。 

＜湊委員＞ 

下水道との兼ね合いで進捗状況が遅いが、今後計画的な維持管理を望む。 

＜西口委員長＞ 

 各委員の意見をまとめる。後で報告するので確認願う。 

 ＜了＞ 

～１４：１０ 

［休憩］ 

１４：２５～  

（経済部入室）  

湯浅経済部長あいさつ  

 

１４：３０～  
◎平成２２年度亀岡市一般会計決算認定（第１１号議案）所管分（歳出） 

 

○経済部担当課長順次説明  

 

１５：２８～  
［質疑］  

＜井上副委員長＞ 

① １３Ｐ、畜産振興経費における養豚場のリキッドフィーリングシステムについ

て、飼料の調達先はどこか。 

② 養豚場の現在の状況は。 

③ ２４Ｐ、金融対策経費における利子補給の昨年の実績及び申請、審査の基準は。 

④ 七谷川の公園のＬＥＤ灯は赤っぽいので、霧の中では火事と間違えられたこと

があり、街路灯の設置にあたっては場所と色を考えてほしい。要望。 

＜農政課長＞ 

① 飼料は入札により飼料会社から調達している。 

② ９月１６日時点で７５８頭。 

＜商工観光課長＞ 
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③ 平成２１年度の利子補給の実績は延べ５３４件、実質４９８件である。件数と

しては減少している。保証料は平成２１年度延べ１４８件、実質１４２件であ

り、こちらも減少している傾向である。金融機関にまず相談されるので、そこ

から市としては、事業所を認定する行為をとっている。色々な要件はあるが、

クリアしているものは全て認定している。 

＜菱田委員＞ 

① 小豆の生産振興策は。機械化されているが収穫は難しい課題がある。生産振興

と消費拡大の連携、取組みは。 

② 丹波振興として中丹連携した動きはあるか。 

③ 庁舎地下レストランにおいて亀岡産米の導入は。 

④ 災害復旧において里山に隣接した田畑や林道に対する補助は。 

＜農政課長＞ 

① 小豆の生産振興については、１反あたり３千円の補助から緊急対策として６千

円の補助に拡大している。小豆の品評会の実施などにより、生産者の努力、意

欲を引き出していきたい。 

② 「大丹波」という取組みがされている。現在は観光を中心にしたものであるが、

亀岡産の振興という点で連携していきたい。 

③ 地元産米であっても、ＪＡ京都に出荷すると全て京都産米となる。ＪＡ以外な

ら可能であるが、地域の名前をつけた地元の米の取組みもあり、どのように整

理するか課題である。 

＜農林整備課長＞ 

④ 災害復旧について、林道の路肩崩壊や農地への土砂流入などがあるが、４０万

円以上の工事基準で審査している。 

＜馬場委員＞ 

① ８Ｐ、食育学習促進事業における地元野菜の学校給食導入の１１校の内訳は。

また１校あたり５万円の補助の内容とその反響は。 

② ２０Ｐ、有害鳥獣対策について、防除柵の面的な整備は。 

③ ２１Ｐ、林道管理事業について、西長尾線の維持管理経費は市民の森と関係あ

るのか。 

＜農政課長＞ 

① 小学校では、安詳、西別院、曽我部、吉川、本梅、大井、千代川、川東、詳徳

の９校、中学校では別院、詳徳の２校である。補助金は、地元農家の１反あた

りの人件費相当分、肥料代等に充てるためのものである。体験学習を通じて子

どもたちからはおいしいと反響あり、作ることへの喜びと将来の地産地消につ

ながるものと感じている。 

＜農林整備課長＞ 

② 防除柵の設置については、営農組合、農家組合など地域で取組み、要望されて

いるところである。集落全体を囲む方法も考えているが、川、道は防除柵を設

置できないため、捕獲の面で対応しているところである。バッファゾーンの整

備については、本梅町東加舎で実施しているが、間伐などにより見通しがよく

なり、効果は出ている。 

③ 市民の森とは関係ない。 

＜馬場委員＞ 

① 小学校での実施を９校から拡大する方向は。 

② 防除対策について何か具体的な手立ては。 
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＜農政課長＞ 

① 拡大する方向で取り組んでいく。南つつじケ丘小学校などは、近くの農地を探

す必要があり、教育委員会に働きかけていく。 

② 防護と駆除の両面で対応しているが、難しい状況がある。国の農地・水保全や

中山間などの補助事業を活用して地域での取組みを進めていく。 

＜藤本委員＞ 

① ７Ｐ、日替わりシェフレストラン事業は採算がとれているのか。旧町の空店舗

などの活用を検討しているのか。 

② ２４Ｐ、魅力ある商店街のにぎわい創出事業について、北町、柳町のひな祭り

について、さらに今後、西町、内丸町、追分町、湯の花温泉街も連動させ、城

下町散策ひな祭りなどに拡大して取り組む考えはあるのか。 

＜農政課長＞ 

① 採算はとれている。昨年度実績では１日あたり平均３０名、２９０日開催で年

間約９０００人が利用された。対面式のレストランのほうがよいのではと検討

しているが、マツモトの空き店舗を活用するとなると相当の改造費用がかかっ

てしまう。ただし、旧町の空き家、空き店舗の活用した地産地消の推進につい

ては、今後拡大する方向に取り組んでいきたい。 

＜商工観光課長＞ 

 ひな祭り事業については、各町つないでいこうという取組みであるので、推進して

いきたい。各観光スポットとの連携も図っていきたい。 

＜湊委員＞ 

① １７Ｐ、国営ほ場整備事業について、当該集落農道はどこか。 

② ２５Ｐ、旧大谷鉱山について、観光の角度からの調査経過はどうなっているの

か。 

＜国営事業推進課長＞ 

① 千歳町千歳地内で計画している。府道宮前千歳線、以北、小口に向かっての９

５０ｍの区間で進めている。 

＜商工観光課長＞ 

② 封鎖されている。観光調査をしたことは把握していない。委員指摘により、調

査する。 

＜小島委員＞ 

 ２７Ｐ、観光地環境施設整備経費に係り、国道３７２号の湯の花温泉に向かう道中

について、観光地という位置付けから、佐伯灯籠の延長線上として街灯設置はでき

ないか。 

＜商工観光課長＞ 

 ハード面整備の関係については、事業課に働きかけをしている。商店街振興の位置

付けであれば支援ができるが、地元での整理が必要。 

＜経済部長＞ 

 灯籠は、地元での協賛金により設置されたもの。スリガラスでは街灯としては明る

くないため、協議をした経過がある。 

～１６：０５ 

［休憩］ 

１６：１０～  

◎平成２２年度亀岡市一般会計決算認定（第１１号議案）所管分（歳入） 
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○経済部担当課長順次説明  

 
［質疑］ なし 

 

１６：２５～  

■事務事業評価審査 

◎「雇用対策経費、ふるさと雇用再生特別交付金事業経費、緊急雇用創出事業経費」 

 

○商工観光課長説明  
 

１６：３４～ 

［質疑］  

＜小島委員＞ 

 ５Ｐ、外国人観光客への農業体験事業における雇用については、色々な国から来ら

れるのに、語学的にも１名の雇用で対応が可能なのか。 

＜商工観光課長＞ 

 アメリカ東部からのツアー客であったので、語学的な問題はなかった。 

＜商工観光課参事＞ 

 現在は東日本大震災の影響によりツアーが中断しているが、雇用は継続させており、

観光案内の準備等をしているので、了解願う。 

＜小島委員＞ 

 アジア圏も含め、国際的な亀岡の農業体験となるよう、色々な国との対応策を。要

望。 

＜馬場委員＞ 

① 緊急雇用から常雇用への開拓の努力は。 

② 緊急的な面での雇用募集の方法は。 

③ シルバー人材センターとの整合は。 

＜商工観光課長＞ 

① 緊急雇用は６ヶ月単位で最長１年、ふるさと雇用については、継続性のある事

業を精査する中で協議していきたい。 

② ハローワークに募集をかけて面接により雇用をしている。 

③ 法的な手続きの中で雇用を図る趣旨であることから、基本的にはハローワーク

を通じて雇用を図っている。 

＜西口委員長＞ 

 本日はこの程度とする。明日、質疑を再開する。 

～散会 １６：４０ 


